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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する

考え方 

 

平成２５年９月１０日 

財 務 省 

 

第１ はじめに 

 １ 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の

是正等に関する特別措置法」（平成 25 年法律第 41 号。以下「本法」という。）第

10 条第１項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な

転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、

本法の施行日（平成 25 年 10 月１日）から、本法が失効する平成 29 年３月 31 日

までの間、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 63 条に規定する総額表示義務

の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の

利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表

示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」（以下「誤認防止措置」

という。）を講じることを求めている。 

また、本法第 10 条第２項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成 29 年

３月 31 日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、で

きるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定してい

る。 

 

（総額表示義務に関する消費税法の特例） 

第 10 条 事業者（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 63 条に規定する事業者を

いう。以下この条において同じ。）は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示

する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の

ため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格（消費税を含めた価格をいう。

以下この章において同じ。）であると誤認されないための措置を講じているときに

限り、同法第 63 条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。 

２ 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価

格を表示するよう努めなければならない。 

３ （省略） 

 

 

消費税法 

（価格の表示） 

第 63 条 事業者（第 9 条第 1 項本文の規定により消費税を納める義務が免除される

事業者を除く。）は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等（第 7条第 1項、第 8

別紙１ 
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条第 1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下

この条において同じ。）を行う場合（専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場

合を除く。）において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を

表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相

当する額を含めた価格を表示しなければならない。 

 

２ 本考え方の目的 

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措

置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者

の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に

関する誤認を防止することを目的とするものである。 

 

第２ 基本的な考え方 

 １ 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識で

きる方法で行う必要がある。 

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならな

い。 

  ⑴ 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされて

おらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを

認識できない場合 

（注）例えば、誤認防止のための表示が、 

     ア 店内のレジ周辺だけで行われている 

     イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている 

     ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載され

ている 

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われて

いる場合がこの場合に該当する。 

 

  ⑵ 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明

瞭になされていない場合 

（注１）表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務

に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除

外についての考え方」（平成 25 年９月 10 日消費者庁）の「第２ 税込価

格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。 

（注２）誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者

にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の

車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でない

ことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の
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中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。 

 

 ２ 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について

税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場

合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込

価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。 

（注）例えば、次のような方法が考えられる。 

    ⑴ 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用

いた税率を明示する方法 

    ⑵ 値札の色によって区分する方法 

    ⑶ 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率

を明示する方法 

 

第３ 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置 

１ 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例 

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブペー

ジ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような

表示が誤認防止措置に該当する。 

⑴ ○○○円（税抜き） 

⑵ ○○○円（税抜価格） 

⑶ ○○○円（税別） 

⑷ ○○○円（税別価格） 

⑸ ○○○円（本体） 

⑹ ○○○円（本体価格） 

⑺ ○○○円＋税 

⑻ ○○○円＋消費税 

 

２ 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例 

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次の

ような表示も誤認防止措置に該当する。 

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第

２の２の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているの

かを明らかにする必要がある。 

 ⑴ 店内における表示の例 
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個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内

の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は

全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。 

 

⑵ チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例 

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の

商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商

品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ（本カタログ、本ウ

ェブページ等）の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。 

 

第４ 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置 

消費税法第 63 条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づ

く税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後におい

ては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても

一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが

行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行わ

れる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。 

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該

当する。 

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合

には、第２の２の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示と

なっているのかを明らかにする必要がある。 

 

１ 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場

合 

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別

途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率

（５％）に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて

新税率（８％）に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。 

 

２ 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合 

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別

途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い

場所に、明瞭に、「既に新税率（８％）に基づく税込価格を表示している商品につ

いては、３月 31 日まではレジにて５％の税率により精算させていただきます。」

といった掲示を行う。 


